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1. 今日の社会経済情勢と
年金制度

1. 女性の活躍と年金制度

2. 日本の賃金ギャップ

3. 男女賃金格差の国際比較

4. 日韓雇用の概要

5. 人生100年時代と年金制度



1-1.  女性の活躍と年金制度

○女性の社会進出 〇ジェンダーと年金

社会全体で女性の社会進出は進んでいる。

しかし、真の男女平等は程遠い。

アンコンシャス・バイアス：無意識の偏見

年金制度にも、女性の社会進出を阻む制度があ

る。

3号被保険者制度

出典：『内閣府男女共同参画局』（2024）



1-2.  日本の賃金ギャップ
○賃金の推移

○男女賃金格差

出典：厚生労働省「男女間の賃金格差問題に関する研究会報告」（2022）



1-3.  男女賃金格差の国際比較

出典：『男女共同参画白書』内閣府男女共同参画局（2024）

日本：世界12位の男女賃金格差

韓国：世界14位の男女賃金格差



1-4.  日韓の雇用の概況

〇日韓の女性の雇用 〇日韓の男性の雇用

日本女性の非正規率と、
韓国男性の非正規率の高さが目立つ



1-5.  人生100年時代と年金制度

〇寿命の伸長 〇少子高齢化と年金

国民年金：原則40年加入

（60歳まで保険料支払い）

60歳で年金受給を開始することも可能で、年

金制度の成立時から制度改定はなされていな

い。

年金財政の安定化には、1.加入期間の長期化

2.給付の引き下げが求められる。

そのため、45年加入は保険料を長期間支払う

ため、1に該当する。

出典：『令和5年版高齢社会白書』内閣府（2022）



2. 日韓の年金制度比較

1. 日本の年金制度の仕組み

2. 韓国の年金制度の仕組み

3． 両国の年金制度比較

4. 両国における女性優遇制度

5. 仮説



2-1．日本の年金制度の仕組み

・「国民皆年金」という特徴を持ってお

り、20歳以上の人が加入する国民年金と、

会社員や公務員等が加入する厚生年金に

よる「3階建て」をベースとして、企業年

金や個人年金などを含めた「3階建て」の

構造。

・支給開始年齢は65歳。

・老齢基礎年金 =64,816円×保険料納付

月数 /480

出典：厚生労働省,『年金制度基礎資料集』（2024）



2-2．韓国の年金制度の仕組み

・公的年金制度は、一般被用者や自営業者を対象とした国

民年金と、特定の職業への従事者を対象とした特殊職域年

金がある。国民年金は1階建てであるが、その中に均等部分

と所得比例部分を持つ制度となっている。

・支給開始年齢は63歳

※2013年から5年毎に1歳引き上げ、2033年に65歳になる。

・基本年金額 = 1.2 × [全加入者の過去3年間の平均所得

月額（A値）] + 0.5 × [個人の平均所得月額（B値）] ×

加入期間（年数）※A値に乗じる係数は、2028年以降は1.2

で固定される予定

出典：公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構（2022）



2-3．年金制度の比較（所得代替率）

出典：金明中.「韓国における年金制度と最近の動向」.（ニッセイ基礎研究所.2010）

韓国日本



2-3．年金制度の比較（保険料）

出典：金明中.「韓国における年金制度と最近の動向」.（ニッセイ基礎研究所.2010）

日本 韓国



2-3．年金制度の比較（給付調整）
2024年8月、韓国の尹錫悦大統領は公的年金制度の改革

を表明し、「自動調整装置」の導入に言及した。

問題点：制度内の財政収支の不均衡による将来の年金財

政の不安定性が非常に深刻であり、国民年金に対する市

民の信頼も低い。このような状況で自動調整装置が導入

されると、将来的な給付削減への不安がさらに高まる可

能性がある。

〇マクロ経済スライド（日本）の問題点

国民年金と厚生年金の財政状況が異なるため基礎年金と報酬

比例の調整終了年度が異なり、厚生年金の所得再分配機能が

低下する恐れがある

自動調整装置（マクロ経済スライド）

従来 検討

毎年、消費者物価変動率によっ

て年金額調整

加入者数と期待寿命変化を反映

して年金引上額調整

ー前年度年金額より高くなるよ
う設計、引上率の下限0.31%

年金額引上率＝消費者物価変動率ー（3年平均加入者増減率＋期待寿

命増加率）



2-3．年金制度の比較（積立金）

韓国

韓国の国民年金財政計算によると、

国民年金の積立金は現在の制度設計

と保険料率が維持される場合、2041

年に赤字に変わり、2055年に完全に

枯渇すると予測されている。

日本

厚生年金と国民年金を合わせた積立

金残高は2019年時「221兆円」→2024

年時「291兆円」という推移をし、

2023年には積立金を活用しなくても

給付費を賄える状況に転換した。100

年の見通しで積立金を運用している

ため、積立金を使いつくすことへの

心配は現状ない。



2-4．両国における女性優遇制度

日本

・3号制度

厚生年金に加入している第二号被
保険者に扶養されている配偶者
で、特に年収が130万円未満の方が
3号に分類される。3号の方は保険
料を支払わなくても、基礎年金が
受け取れる。2号に属している方が
3号の保険料を肩代わりしている。

韓国

・婦女子制度

所得税の計算時に女性納税者が受

けられる特別な控除制度の一つ。

この控除は、特に女性納税者が家

計や扶養の責任を負う際に支援す

る目的で設けられており、所得税

の負担を軽減するための制度。



2-4．両国における女性優遇制度

三号被保険者の分布

【総数】：721万人

【内訳】：男性12万人 女性709万人

➥約98％の加入者が女性

出典：厚生労働省年金局（2024）



2-5．仮説

日本

3号制度は男女ともに利用できる制度であるに

も関わらず、利用者の98%は女性である。さら

に、結婚後に名乗る姓は自由であるはずなの

に、94%の女性が夫の苗字を使う。あらゆる制

度はジェンダーフリーなはずなのに、性別が偏

っている。

韓国

婦女子制度のような「女性」しか使えない制度

や、絶対的夫婦別姓、徴兵においても男性のみ

など、性別という観点における選択肢がない。

これらの理由により、韓国には強力なジェンダ

ーギャップが存在すると仮定した。

⇒何が（ジェンダーに対する意識や経済状況、賃金格差）年金制度に影響を与えるのかを検証するため
同じ儒教文化を共有する日本と韓国で比較することが重要だと考えた。



3．アンケート調査

1．調査概要

2．調査結果

3．考察



3-1．アンケート概要

調査方法：Googleフォーム

対象者：

調査内容

1）基本属性

2）ライフプラン

3）ジェンダー観

4）年金制度に関する評価

日本人（男性114名 女性98名）

韓国人（男性29名、女性63名）



3-1-1．基本属性に関する設問

〇設問内容
結果概要

【日本】 【韓国】

男性 22.20歳 男性 32.00歳

女性 22.89歳 女性 25.86歳

⇒両国ともボリューム層は20代～30代

・基本属性の設問については

クロス集計の項目として使用



3-1-2．ライフプランに関する設問

現時点で個々人が考えるライフプランについて

【男女共通質問】

日韓比較に加え、国の統計データとの比較に利用

【性別ごとの設問】

日韓比較とそれぞれの国における女性の社会進出

に関する考えを分析



3-1-3．ジェンダーに関する設問

18のアンコンシャス・バイアスを含んだ質問

「そう思う」 ＝４点

「どちらかといえばそう思う」 ＝３点

「どちらかといえばそう思わない」＝２点

「そう思わない」 ＝１点

高得点⇒ジェンダーバイアスが強い傾向

低得点⇒ジェンダーバイアスが弱い傾向

18のアンコンシャス・バイアスを含んだ質問

「そう思う」 ＝４点

「どちらかといえばそう思う」 ＝３点

「どちらかといえばそう思わない」＝２点

「そう思わない」 ＝１点

高得点⇒ジェンダーバイアスが強い傾向

低得点⇒ジェンダーバイアスが弱い傾向



3-1-4．年金制度に関する設問

両国の制度に関する設問

・設問１～４について 賛成あるいは廃止すべき ＝１点

反対あるいは継続すべき ＝０点
※「わからない」という
回答は２として欠損値処理

⇒ジェンダー得点・ライフプランの設問との相関分析に利用



3-2．調査結果

〇結婚希望について

日本の結婚希望者割合は全国調査と比較

して男性は12.45%の上昇、女性は8.54%の

上昇が見られる。

対して韓国の結婚希望者割合は全国調査

と比較して男性は13.38%の低下、女性は

6.93%の低下が見られる。

*日本の全国調査：国立社会保障・人口問題研究所. 

(2022). 『第16回出生動向基本調査 報告書（全体編）』.

より引用



3-2．調査結果

〇初婚希望年齢について

日本の初婚希望年齢は全国調査と比較して
男性は0.38歳の若化、女性は0.04歳の若化
が見られる。

対して韓国の結婚希望者は全国調査と比較
して男性は1.27歳の若化、女性は0.11歳の
若化が見られる。

韓国男性の1.27歳若化により、本調査対象
の結婚意識上昇はみてとれるが、絶対値的
に日本人の方が早く結婚を望んでいると読
み取れる。

*全国調査：国立社会保障・人口問題研究所. (2022). 

『第16回出生動向基本調査 報告書（全体編）』.より引用



*全国調査：国立社会保障・人口問題研究所. (2022). 『第

16回出生動向基本調査 報告書（全体編）』.より引用

3-2．調査結果

〇希望子ども数

日本の希望こども数は全国調査と比較し
て男性は0.1人の低下、女性は0.29人の
低下が見られる。

対して韓国の希望こども数は全国調査と
比較して男性は0.2人の増加、女性は
0.22人の低下が見られる。

日本の男女における希望子供数の乖離が
0.15に対して韓国の男女における希望子
供数の乖離が0.62ある。



3-2．調査結果

〇ジェンダー観の比較

※ジェンダー得点は男性の

方が高い傾向

ジェンダー観と3号制度の支

持に相関は出なかった

※グラフは本アンケートにおいてジェンダー観を図る質問について、
a)そう思う＝4点、b)どちらかといえばそう思う＝3点、c)どちらかといえばそう思わない＝2点、d)そう思わない＝1点と点数化したもの
点数が高いほどジェンダーギャップをもち、反対に低いほどジェンダー平等意識があるとする。



3-2．調査結果

女性優遇制度について

・日韓共通して、これらの制
度を「継続すべき」だとした
回答が高い割合となった。

・また韓国については「わか
らない」と回答した割合が半
数近くになっている。



3-2．調査結果



3-2．調査結果

〇寿命の伸長

日本では45年加入の

賛成が半数を超えた

45年加入への可否と

希望退職年齢には相関関

係が見られなかった

※「健康寿命・平均寿命が延びている中で、国民年金保険料を現在の20歳から60歳までの40年間支払

うことから、65歳になるまで45年間払うことに、その分だけ年金額を増やすことをどう考えるか。」

に対して、「賛成」、「反対」、「わからない」と回答した割合を表にまとめた。

ｂ)平均寿命の
情報開示後

ａ)平均寿命の
情報開示前



3-3．考察

〇女性優遇制度

ジェンダー観と3号制度の支持に相関が見られ

なかったのは、女性のキャリア志向・社会進出

に対して理解が進んでいるなかで、現行の3号

制度を廃止するメリットや必要性を見出せなか

ったためと考えられる。



3-3．考察

〇 45年加入賛否の要因

日本

100年間の年金財政が確保されている。

マクロ経済スライドの導入や年金の

「三階建て」構造で、厚生年金被用者

以外にも基礎的な年金を保障する仕組

みが整っている。

韓国

2055年には積立金が完全に枯渇すると

予測されており、「支払っても将来の

給付が保証されないのでは」という懸

念、低い所得代替率で若者を中心に不

信感が根強い。

⇒長く払ってもいい ⇒できれば払いたくない



４．政策提言

1.韓国の事例から見る日本

2.ジェンダー平等によって得られるもの

3.統計的差別によるジェンダーギャップ・

ジェンダーバイアスの再生産

4.私たちの主張



4-1．韓国の事例から見る日本

〇 45年加入賛否の要因

日本

100年間の年金財政が確保されている。

マクロ経済スライドの導入や年金の

「三階建て」構造で、厚生年金被用者

以外にも基礎的な年金を保障する仕組

みが整っている。

韓国

2055年には積立金が完全に枯渇すると

予測されており、「支払っても将来の

給付が保証されないのでは」という懸

念、低い所得代替率で若者を中心に不

信感が根強い。

⇒長く払ってもいい ⇒できれば払いたくない



⇨日本においても、国民の年金制度への理解を深め、様々な年代
から意見を得るために、韓国の事例に習うべき。

韓国の年金制度は若者を中心に不信感が根強く、

制度への信頼を取り戻すために「*年金特委公論化委員会」を設置し、

国民の意向を調査している。

韓国の公的年金制度改革について、国民年金と特殊職域年金の統合や自動

調整装置の導入の改革案も提案されている。

＊年金特委公論化委員会：
属性を問わず市民代表団５００人を集め、年金の知識を学ばせ、年金改革の方向性を決める委員会

4-1．韓国の事例から見る日本



4-2.ジェンダー平等によって得られるもの

日本のGGI（ジェンダーギャップ指数）では、

「経済参画」と「政治参画」の面で遅れを取っ

ている。

両者を改善することで

をもたらすことが出来る。

出典：『GGI ジェンダー・ギャップ指数』男女共同参画局（2024）

1：経済発展

2：企業の活性化

3：社会構造の改革



4-2.ジェンダー平等によって得られるもの

〇経済発展

ジェンダー・ギャップ指数ランキング上位の

国は、比較的競争力が強い傾向が確認でき

る。

現在、日本の国際競争力は35位（2023）なの

で、これを改善することで、GDPを押し上げる

一助になる可能性がある。



4-2.ジェンダー平等によって得られるもの

〇企業の活性化

ESG投資においても、企業における女性活躍推

進の取り組みは高く機関投資家から評価されて

いる。また、「なでしこ銘柄」の営業利益率

は、東証一部平均の6.7％に対して9.3％と高

く、配当利回りでは、東証一部平均の1.8％に

対して4.6％と、「女性活躍」が投資家から重

要な判断材料となっている。女性活躍を推進す

ることで株価が上昇し、企業の競争力を上げ、

経済成長に重要な役割を果たす。

出典：『令和４年度「なでしこ銘柄」レポート』経済産業省（2024）



4-2.ジェンダー平等によって得られるもの

〇社会構造の改革

女性の政治参画が進むことで、女性に配慮あ

る政策づくりが行われる。

私たちは、女性が出産などにより仕事を辞め

なくて済むような社会を目指しているため、

現在の家長制が根強く残る社会では目標の実

現は難しい。

そのため、女性の政治参画こそが、目標達成

への一歩となる。

出典：『男女共同参画白書』男女共同参画局（2022）



4-3.統計的差別によるジェンダーギャップ
ジェンダーバイアスの再生産

統計差別

女性の３号が増加 男女における会社でのプ
ロモーションの機会の差

女性の賃金が男性より
上がらない

賃金が安いパートナーが辞め
て３号利用した方が合理的



4-4.私たちの主張

3号制度はジェンダーバイアス（価値観）とジェンダーギャップ（賃

金格差）の再生産を誘引している。

→女性が仕事を辞める誘因を無くすべきなのではないのか。

⇒3号制度を廃止するべき。

韓国の年金特委公論化委員会のように国民に対して属性不問かつ大規

模に年金を考えさせる機会を作ることが必要である。



参考文献

・内閣府男女共同参画局,2022,「男女共同参画白書」,（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001078052.pdf, 2024年11月27日 取得）

・内閣府,2023,「令和5年版高齢社会白書」,（https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html, 2024年11月27日

取得）

・厚生労働省,2021,「年金制度の仕組みと考え方」,（https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000955289.pdf, 2024年11月27日 取得）」

・男女共同参画局,2024,「GGI ジェンダー・ギャップ指数」,

（https://www.gender.go.jp/international/int_syogaikoku/int_shihyo/index.html, 2024年11月27日 取得）

・経済産業省,2024,「令和４年度「なでしこ銘柄」レポート」,

（https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/R4nadeshikoreport.pdf, 2024年11月27日 取得）

・厚生労働省年金局,2022,「令和４年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 」

（https://www.mhlw.go.jp/content/001233406.pdf, 2024年11月27日 取得）

・金明中,2010,「韓国における年金制度と最近の動向」.（ニッセイ基礎研究所）

・厚生労働省,2024,「令和６(2024)年財政検証結果の概要」（https://www.mhlw.go.jp/content/001270476.pdf, 2024年11月27日 取得）

・東及び東南アジア地域にみる社会保障施策の概要と最近の動向（韓国）https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/21/dl/t2-02.pdf, 2024年

11月27日 取得）

・厚生労働省,2022,「令和４年賃金構造基本統計調査 結果の概況」（https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2022/, 

2024年11月27日 取得）

・国立社会保障・人口問題研究所. (2022). 「第16回出生動向基本調査 報告書（全体編）」（https://www.ipss.go.jp/ps-

doukou/j/doukou16/JNFS16_ReportALL.pdf, 2024年11月27日 取得）


